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後期
高齢

大
津
町
在
住
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
資
格
を
持
つ
人
に
、
疾
病
の
早
期

発
見
お
よ
び
健
康
増
進
の
一
つ
と
し
て
、
人

間
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
を
補
助
し
て
い
ま

す
。
受
診
を
希
望
す
る
人
は
、
確
認
事
項
を

よ
く
読
ん
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

①
対
象
者（
次
の
項
目
に
す
べ
て
該
当
す
る
人
）

・
大
津
町
の
住
民
で
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
資
格
を
持
つ
人

・
保
険
料
の
未
納
が
な
い
人

②
補
助
金
額　

検
査
費
用
の
７
割（
上
限

２
５
，
０
０
０
円
）

③
申
込
期
限　
５
月
29
日（
金
）

※
定
員
60
人
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す

④
申
込
方
法　
役
場
健
康
保
険
課
ま
た
は
町

子
育
て
・
健
診
セ
ン
タ
ー
に
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
証
と
印
か
ん
を
お
持
ち
の
上
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

⑤
委
託
予
定
医
療
機
関　
菊
池
郡
市
医
師
会

立
病
院
、
日
赤
熊
本
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
、

済
生
会
熊
本
病
院
、
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

⑥
確
認
事
項

◦
人
間
ド
ッ
ク
を
申
し
込
ん
だ
人
の
情
報

（
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生
年
月
日
な
ど
）

を
希
望
す
る
委
託
医
療
機
関
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◦
町
の
集
団
健
診（
ふ
る
さ
と
総
合
健
診
、

特
定
健
診
な
ど
）と
重
複
受
診
は
で
き
ま

せ
ん
。

◦
町
が
健
診
結
果
を
委
託
医
療
機
関
か
ら
取

得
す
る
こ
と
、
必
要
に
応
じ
て
保
健
指
導

を
行
う
こ
と
に
同
意
し
て
、
申
し
込
み
を

お
願
い
し
ま
す
。

後期高齢者医療保険の資格のある人に人間ドックの受診費用を補助します
◦申し込み・問い合わせ　役場健康保険課　国保 ･医療係　☎ 096（293）3114

各
種
手
当
の
申
し
込
み
は
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
対
象
者
は
次
の
と
お

り
で
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
在
宅
で
、
中
度
以
上
の
障
害
の
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
手
当
月
額

（
１
級
）
５
１
，
１
０
０
円

（
２
級
）
３
４
，
０
３
０
円

特
別
障
害
者
手
当

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
複
す
る
重

度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
常
に
介
護

を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
在
宅
の
人

▼
手
当
月
額　
２
６
，
６
２
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
重
度
の
障
害

が
あ
り
、
日
常
生
活
に
常
に
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
未
満
の
在
宅
の
人

▼
手
当
月
額　
１
４
，
４
８
０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
施
設
な
ど
の
入

所
者
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
手
当
額
に
つ
い
て

　
平
成
27
年
４
月
分
か
ら
、
各
種
手
当
額
が

改
定
さ
れ
ま
す
。
改
定
後
の
額
は
、
各
欄

「
▼
手
当
月
額
」
の
と
お
り
で
す
。

福祉 在宅で重度（または中度以上）の障害がある人には手当が支給されます
◦問い合わせ　役場福祉課　福祉係　☎ 096（293）3510

福祉

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な

ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
支
援

し
、
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
支
給

す
る
手
当
で
す
。

▼
対
象
者　
次
に
該
当
す
る
児
童
を
育
て
て

い
る
父
母
か
養
育
者（
父
母
に
代
わ
り
児
童

を
育
て
て
い
る
人
）

・
父
母
が
婚
姻（
事
実
婚
含
む
）関
係
を
解
消

（
離
婚
）し
た
児
童

・
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
か
母
に
一
定
以
上
の
障
害（
障
害
年
金

１
級
相
当
）が
あ
る
児
童

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
妊
娠
し
た
児
童

・
そ
の
ほ
か
遺
棄
や
拘
禁
な
ど
で
父
か
母
に

育
て
ら
れ
て
い
な
い
児
童
な
ど

▼
手
当
額　
４
月
分
か
ら
、
各
種
手
当
額
が

改
定
さ
れ
ま
す
。

・
月
額

　
４
２
，
０
０
０
円
～
９
，
６
８
０
円

・
加
算

　
第
２
子
５
，
０
０
０
円

　
第
３
子
以
降
１
人
に
つ
き
３
，
０
０
０
円

　
手
当
額
は
、
受
給
者
、
受
給
者
と
生
計
を

同
じ
に
す
る
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
で

決
ま
り
ま
す（
所
得
制
限
額
を
超
え
る
と
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
）。

※
事
実
上
の
婚
姻
関
係（
同
居
な
ど
内
縁
関

係
を
含
む
）に
な
っ
た
と
き
や
、
児
童
が
施

設
入
所
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
他
に
も
支
給
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

児童扶養手当を知っていますか
◦問い合わせ　役場福祉課　福祉係　☎ 096（293）3510

大津町非常勤職員・臨時職員・登録制業務補助員募集
◦問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎ 096（293）3111

募集

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会
保険

雇用
保険 備　考

保育士 大津保育園 
または分園

月～金のうち週４日 
（まれに土日勤務の可能性あり）

8:45～17:00 を 
基本に週29時間 保育士 有 有 任用期間１～３年、

月額142,100円

特別支援補助員 町内小中学校 月～金 
（開校時のみ）

8:00～17:00の
うち５時間30分 無 有 任用期間１～３年、

日額5,100円

非常勤職員

○申込期限　４月15日（水）　○受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝を除く）
○申込方法　履歴書および資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。　
○任用開始　平成27年４月以降　
○その他　　①申込者については面接を実施予定です（登録制業務補助員は書類選考のみを予定）。
　　　　　　②募集の詳細などは変更になる場合があります。不明な点はお気軽にお尋ねください。

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会
保険

雇用
保険 備　考

一般事務 本庁ほか 月～金 8:30～17:15の
うち５時間30分 なし 無 有 任用期間６カ月（更新あり）、 

日額4,270円
特別支援補助員
（看護師資格有） 室小学校 月～金 

（学校開校時のみ）
8:00～17:00の 
うち６時間30分 看護師 有 有 任用期間６カ月（更新あり）、

日額6,370円

給食調理員 学校給食
センター

月～金のうち
週４日 8:30～16:45 調理師か実務

経験２年以上 有 有 任用期間：７月30日まで
（更新なし）、日額7,825円

臨時職員

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 社会
保険

雇用
保険 備　考

看護師 健康保険課 月２日程度 
（健診時のみ）

主に
13:00～17:00 看護師 無 無 登録期間：２年間、

時間賃金

登録制業務補助員

◦問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114
平成27年の後期高齢者医療保険料の保険料率をお知らせします後期

高齢

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
平
成

27
年
の
保
険
料
率
は
次
の
通
り

で
す
。

平
成
27
年
度
も
保
険
料
軽
減
は

継
続
し
ま
す

　
所
得
が
低
い
人
や
被
用
者
保
険
加
入

者（
※
）に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
の
保
険

料
は
、
継
続
し
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
※
）被
用
者
保
険
と
は
協
会
け
ん
ぽ
、

健
保
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
で
す
。

個
人
ご
と
の
保
険
料
は
８
月
に

通
知
し
ま
す

　
個
人
ご
と
の
保
険
料
は
、
８
月
に
年

間
保
険
料
が
確
定
し
た
後
、「
保
険
料
額

決
定
通
知
書
」で
通
知
し
ま
す
。

平成27年度

均等割額　47,900円

所得割率　9.26％

保険料率は昨年度から変更ありません。

■保険料の計算方法

保険料額  均等割額　　　　　所得割額
　（年額）＝47,900円＋（総所得金額など－33万円）×9.26％

※保険料の上限額は年額57万円です。

◦問い合わせ　下記の各機関にお問い合わせください
妊娠・出産・子育てなどの悩みをご相談ください相談

妊
娠
と
こ
こ
ろ
の
相
談

　
思
い
が
け
な
い
妊
娠
な
ど
の

相
談
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
お
受

け
し
ま
す
。

▼
相
談
機
関

　
熊
本
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
専
用
電
話
番
号

☎
０
９
６（
３
８
１
）４
３
４
０

▼
相
談
日
・
時
間

　
毎
週
月
曜
日
～
土
曜
日

　
（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
９
時
～
午
後
８
時

出
産
・
養
育
に
つ
い
て

の
相
談

　
子
ど
も
の
出
産
・
養
育
に
つ

い
て
不
安
の
あ
る
人
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
相
談
機
関　

　
熊
本
県
中
央
児
童
相
談
所

☎
０
９
６（
３
８
１
）５
０
１
０

▼
相
談
日
・
時
間

　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

▼
相
談
機
関

　
熊
本
県
八
代
児
童
相
談
所

☎
０
９
６
５（
３
２
）４
４
２
６

▼
相
談
日
・
時
間　
平
日
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
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